
R4.8.31 令和 4年度第 1回丸亀市環境審議会  資料５ 

 

 

丸亀港から丸亀城周辺までの環境美化の重点的取組について 

 

１．議題提案の目的 

令和 2年 12月議会において、本市の玄関口である港からお城までの区間の美観を保つため、この

区間を環境美化重点区域、駅からお城までを喫煙禁止区域に、また令和 3年 12月議会では、通町・

富屋町を犬のふん尿放置禁止区域に指定し、環境美化に取り組むよう提案されました。これを受けて、

審議委員の方にご意見・ご協議をいただき、その実施に向けて検討していきたいと考えます。 

 

２．丸亀港から丸亀城周辺の現状 

かつて金毘羅宮への参拝者でにぎわった街道の玄関口である港からお城にかけては、駅や公園、観

光施設のほか、商業施設等も多く立ち並び、現在も、朝は通勤通学者、日中は観光客、夕刻は散策や

スポーツをする人、夜は飲食を楽しむ人と、多くの人々が行き交う区間となっています。 

また、本市は現在、この地域で、大手町地区４街区再編構想（市役所・市民会館・市民広場）整備

事業や歩いて楽しめるウォーカブルなまちづくりを目指しています。（丸亀市都市計画マスタープラ

ン、丸亀市景観計画） 

 

３．市におけるこれまでの取組 

本市は、「まちをきれいにする条例」に基づいて、空き缶や吸い殻のポイ捨て禁止、ペットの排泄

物放置の防止、並びに空き地の適正管理その他生活環境の保全を図るため、様々な施策を行っていま

す。 

① 環境美化看板、チラシの配布・広報等による啓発 

② 「環境美化推進員」を委嘱し、行政と市民が協力して環境美化を推進する体制づくり 

③ ボランティア袋を配布し、地域住民や地元企業の清掃活動を推進 

しかし、依然として一部の道路沿いや河川・水路等にはポイ捨てのごみ等、飼い犬の散歩コースに

はふんの放置も散見される状況となっています。 

本市の顔となるこの地域での、きれいなまちの実現は、本市のイメージアップ、さらには観光振興

やまちの活性化にもつながります。 

 

４．環境美化重点区域等の導入に向けた課題 

ゴミやたばこの吸い殻のポイ捨て等は言うまでもなく禁止すべき行為ですが、重点区域を設定する

ことで、以下のような影響が考えられます。 

・地域に居住する方の生活への影響（ペットの散歩、私有地での喫煙） 

・巡回・指導の強化、罰則規定等の検討 

・地域のたばこ販売店、飲食業者等の経営への影響、それに伴う補償問題 

・指定喫煙場所の設置・管理等の検討 

 


